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オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会（第12回） 

令和８年１月30日 

 

 

【鈴木利用環境課課長補佐】  本日も皆様、お忙しい中お集まりいただきましてありが

とうございます。定刻となりましたので、オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方

に関する検討会第12回会合を開催させていただきます。 

 本日の会合はオンライン開催であり、公開されております。構成員の皆様は、御発言を

希望される際は、チャット欄に発言したい旨を書き込んでいただくようお願いいたします。

それを見て、座長から発言者を指名していただく方式で進めさせていただきます。接続に

不具合がある場合は、速やかに再接続を試していただくようお願いいたします。そのほか

何かございましたら、チャット機能等で随時事務局に御連絡をいただければと思います。 

 本日の資料は、資料12－１、１点を用意しております。 

 本日は山口構成員が御欠席であり、黒坂構成員が途中参加と伺っております。 

 議事進行は曽我部座長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

【曽我部座長】  本日もよろしくお願いいたします。 

 本日は、中間論点整理を踏まえた法的課題等について意見交換を行います。まずは事務

局より御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【大内利用環境課長】  ありがとうございます。事務局でございます。本日は、資料12

－１「中間論点整理を踏まえた法的課題等の検討」に基づきまして、意見交換をしていた

だければと考えているところでございます。 

 １ページ目をおめくりいただきまして、検討を深めるべき論点ということで、まず１番

目でございます。 

 中間論点整理では、４つの段階を踏んで検討していくということになっておりまして、

まず、必要性、有効性及び許容性についてでございます。 

 繰り返しはしませんけれども、様々な観点から議論を深めていくべきという御提言を取

りまとめいただいておりまして、これまでのヒアリング等を踏まえて、これら必要性・有

効性、許容性についてどのように考えるかという点について、御議論いただければと考え

てございます。 

 必要性・有効性、許容性それぞれについて括弧書きで例示をしておりますけれども、少
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しだけ補足をいたしますと、まず必要性の部分、「関係省庁の報告や効果検証など」と書い

てございますけれども、これは、前々回、様々な取組が紹介されているところでございま

す。関係省庁の御尽力もあって、例えば違法情報の削除、外交的な働きかけ、また、周知

もしくは支払いの抑止、様々な取組があるというふうに承知しているところでございます。 

 そういったものの中には、例えば外交的な働きかけですとか、また、削除をはじめ、既

に成果を上げつつあるものもあるかというふうに思います。他方で、支払抑止を含め、こ

れから本格的に稼働するものも御紹介があったかというふうに考えているところでござい

ます。こういった点を踏まえて、必要性について御議論いただければという趣旨でござい

ます。 

 また、「効果検証など」と書いてございますのは、特に、昨年のギャンブル等依存症対策

基本法の改正の成立・施行を受けて、削除の取組が加速しているところでございますけど

も、これにつきまして、シンクタンクの御協力を得まして、効果検証を行って、その結果

を公表させていただいたところでございます。 

 その結果については、例えば誘導広告が大幅に減っている一方で、直接のアクセスが多

少残っているといった結果であったかなというふうに思っておりますけれども、とはいえ、

まだ施行から４か月でございますので、検証としての中身とともに、十分かどうかという

ことも含めて御議論いただければという趣旨でございます。 

 続きまして、有効性でございますけども、その後ろに「技術的課題に関する事業者ヒア

リング、諸外国調査など」というふうに書いてございます。 

 この技術的課題については、技術的に回避することが可能であるという点が知られてお

りまして、有効かどうかという論点でございますが、この点につきましては事業者のヒア

リング等で、児童ポルノのブロッキングにおいて採用されているDNS方式を中心に御議論

があったというふうに承知しております。当事者である通信事業者からは、これまでの実

施実績を踏まえれば一定の有効性があるとの指摘もあるところでございますけども、それ

を踏まえて、是非等御議論いただければという趣旨でございます。 

 また、諸外国の調査につきましては、オンラインカジノのブロッキングを実施している

諸外国、批判等もありつつ一定の有効性があるという前提で制度運用されているという報

告もございましたが、こういった点についての御議論をいただければと思っております。 

 最後の許容性でございます。仮にブロッキングを行う場合には、何らかの法的担保が必

要だという中間論点整理になっているわけでございますけども、その前提に立てば、保護



 -3- 

すべき法益は何か、侵害される法益は何かということの内実を突き詰めて考えていく必要

があるというところでございます。 

 この賭博罪については、あくまで判例通説によればということでございますけれども、

社会的法益というふうにされているところでございまして、議論の一定の出発点になると

ころでございますけれども、この検討会で見てきたように、依存症ですとか、スポーツを

含めた国富の流出など様々な弊害、その他のものも含めて御発表があったというふうに考

えているところでございます。 

 特に第９回会合で、認知科学的な見地からの依存の弊害ですとかメカニズムについて報

告がありましたので、こういったことを包括的に踏まえて、どのように御議論いただくか

という点が論点になるのかなと考えているところでございます。 

 続きまして、２ページ目でございます。残りの論点は、これは仮にブロッキングを行う

場合にはということでございますけども、その実施根拠は何か、また、何らかの制度的な

担保が必要という前提に立った上で、その妥当性をどのように確保していくかといった論

点でございます。 

 この点につきましては、前回非公開の会合でも活発な御議論をいただいたところでござ

いますけれども、大きく論点を３つに分けてございます。仮にブロッキングを実施する場

合という前提がつきますけれども、１つ目の論点は、オンラインカジノに係るブロッキン

グの目的は何かということでございます。ここに書いておりますとおり、これまでの検討

を踏まえて、オンラインカジノに係るブロッキングを行う場合の主たる目的は何かという

ことについての御議論をいただければというふうに考えているところでございます。 

 これまでの、ブロッキングが行われている例、もしくは議論された例として、児童ポル

ノの例と海賊版を挙げてございますけれども、児童ポルノにつきましては、取り返しのつ

かない児童への精神的・身体的被害があるということを前提にして、解釈による実施とい

うものが社会に許容されているという状況でございますが、逆に海賊版のブロッキングの

際には、裁判例等によって、経済的利益であるということに対して、ブロッキングの実施

に対して否定的な見方が一定程度されたというところでございます。こういったこととの

比較を踏まえた上で、通信の秘密の保護、知る自由との均衡、バランスの観点から、何ら

かの検討が必要ではないかと考えているところでございます。 

 ２点目でございますけれども、ブロッキングを義務づける主体でございます。ここにも

書いてございますけれども、前提として、通信事業者が仮にブロッキングを行う場合には、
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一定の免責が必要になるわけですけれども、そうなる場合には何らかの主体による義務づ

けが必要ということが考えられるわけでございますが、これについて、その義務づけを実

効的に行うという観点からは、例えば、調査ですとか外国政府との調整など、何らか公的

機関が行うということが考えられるとは思いますけれども、他方で、通信の秘密との観点

から、国の関与については様々な検討もあるのかなというふうに考えているところでござ

います。 

 他方で、国ではなくて民間主体等が調査を行った上で義務づけをするということも考え

得るかと思いますけれども、この点につきましては、効率的・機能的にやれるという一方

で、担保についてどう考えるかということが恐らくは課題になってくるのかなと考えてい

るところでございます。 

 また、何らか公的な関与がある場合には、透明性・公正性をどう担保するのかというこ

とも、恐らく次の論点になろうかと思っておりますので、この枠組みについても、可能な

範囲で御議論いただければと考えているところでございます。 

 ちなみにですけれども、通信傍受法においては令状主義というのが取られておりまして、

能動的サイバー防御の法律では、独立規制機関による監視というものが規定されていると

ころでございます。 

 ３番目の論点でございますけれども、ブロッキングに必要不可欠な法令要件ということ

でございます。必要性ですとか、許容性／相当性といったことを検討していった上で、仮

にブロッキングを行う場合には、その対象となるサイトをどのように定義していくのかと

いうことを含めて、ブロッキングの実施に必要不可欠な実体的な要件ですとか、手続的な

要件が考えられると思いますので、これが何か、またその中身についてどのように考えて

いくかといった論点でございます。 

 改めて各論ということになりますけれども、恐らく対象となるサイトというのは、オン

ラインカジノの被害実態といった観点を踏まえれば、恐らく我が国の執行管轄権のない国

外の違法サイトになろうというふうに考えられますけれども、何が違法なブロッキングの

対象となるサイトなのかということについて、誰がどのように定義していくのかといった

こと、また、それをリストとして公開していくのかといったことも含めた、透明性につい

ても議論になってくるというふうに考えているところでございます。 

 また、ここで実体的な要件・手続的な要件というふうに申し上げているのは、例えばで

すが、フランスの例もありましたけれども、ほかのアクセス抑止策を尽くすということを
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法的な要件としている例でありましたけれども、このようなことも含めて、ブロッキング

を根拠づけて、適正性を確保するためにどういった手続が必要かといったこと、また、仮

にミスブロッキングですとかオーバーブロッキングがあった場合の救済の手続も含めて、

いわゆる手続的な部分についても、必要に応じて御議論いただければという趣旨で書かせ

ていただいているものでございます。 

事務局としては、こういった点について本日、御議論、意見交換していただければとい

うふうに考えているところでございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

【曽我部座長】  ありがとうございました。 

 では、意見交換を行いたいと思いますので、御発言いただける方は、チャット機能にて

発言希望をお知らせいただければと思います。いかがでしょうか。 

 では、私から一言申し上げると、目的に関して、これは賭博罪の目的を援用するのか、

それとも依存症対策ということをいうのか、さらに国富の流出ということをいうのか、３

択ぐらいがあると思うのですが、やはり「勤労の美風」というのは非常に抽象的なもので

ありますので、これを目的の柱とすることは難しかろうというのは、以前から構成員の方々

にも何となく共有いただいているのかなと思っております。もう一つ、「国富の流出」に関

しては、私はこれを独立の目的とするのはやや疑問もありまして、国富が流出しているの

はオンラインカジノだけではなくて、我々が普段使っているインターネットサービスもほ

とんど海外事業者のものですので、そういう意味では国富は大量に流出しているわけです

ので、国富の流出そのものを問題視するということは難しくて、やはりオンラインカジノ

の問題性というものが前提となっているということですので、そういう意味では、国富の

流出というのは、目的そのものというよりは、ちょっと別な観点から捉えるべき問題かな

とは思います。やはり依存症の問題というものを柱に掲げるということにならざるを得な

いのかなというふうには思っております。 

では、森構成員、お願いいたします。 

【森構成員】  御説明ありがとうございました。短くおまとめいただいたと思いますが、

１ページのところですけれども、まず必要性・有効性のところです。 

 これの１ポツ、「単に有効な対策であるだけでは足りず、他のより権利制限的でない有効

な対策が尽くされたかどうか検証が必要」と、全くお書きのとおりでして、２ポツのとこ

ろ、他の手段として、基本法改正を踏まえた国内SNS事業者による削減、海外サイト運営者

に対する働きかけといった対策ということがあるわけですけども、やはりこの対策の基本
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は、賭博場開張図利罪に関する検挙、捜査、そういったアプローチなのではないかと思い

ます。 

 現在、日本語でアクセスできるオンラインカジノは、これは国内犯として処罰可能であ

るというのが通説ではないかと思います。参加者、賭けた側は、賭博罪または常習賭博罪

で検挙されているわけですけれども、やはり賭博場を開張しているほうがもちろん悪いわ

けでして、これに対する捜査、検挙を行うということは、この「他の手段」の最も重要な

もの、一丁目一番地に来るものではないかと思います。 

 海外事業者がやっているということで、捜査の困難性というのは一定程度あるのだと思

いますけれども、日本人が多数関与しているということと、さらにサーバーですね、国内

のユーザーからアクセスできるサーバーは国内に置かれているのではないかという報告が

この検討会でもあったかと思いますので、そういうことを考えれば、捜査の困難性という

ものも一定程度限定されている。 

 そしてまたさらに、かつてはっきりしないと言われていたCDNの責任というものにつき

ましても、民事ではありますが裁判所の判決が出て、海賊版サイトをホストしたことにつ

いてCDNにも法的責任があると。それを知って放置するということは、それは違法なのであ

るということで高額な損害賠償請求が認容されたところでございますので、もともとイン

ターネット上の違法情報というのは、民事責任よりも刑事責任のほうが厳しく追及される

傾向にあったのではないかと思っております。 

 特にわいせつとか児童ポルノにおいて、掲示板管理者、SNSの共犯性、共同正犯性という

のは厳しく追及されてきたものではないかと思っておりますので、本件においても、CDNと

いう形ではありますけれども、賭博場開張図利罪の共犯として検挙することは十分可能で

あって、捜査の困難性というのも一定程度限られたものではないかと思いますので、まず

は賭博場開張図利罪に対する捜査、検挙ということを第一にお進めいただくべきではない

かと思っております。 

 それから、ちょっと別のこととしまして、許容性のほうなんですけれども、下のほうの

枠囲みなんですけれども、先ほど曽我部先生のおっしゃいました国富の流出ということは、

これは全く私も、ちょっと妙な話だなと前から思っておりましたので、法益権衡の対象と

なる法益に入れていいものではないように思っております。曽我部先生のおっしゃるとお

りだと思います。 

 それからもう一つは、ここに「賭け額の異常な高騰や深刻な依存症患者の発生」という
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ようなことが書かれておりますけれども、ここで、法益の比較というのは抽象的に行われ

るべきものではないかと思います。財産的権利と精神的自由権のような形で行われるべき

ではないかと思っております。 

 東京高裁の判断も、例えば、海賊版サイトは非常に大きな金額で被害が出ているけれど

もとか、そういうことは別に言っていないわけです。財産権と精神的自由権という形での

比較をしておりますので、この比較というのは抽象的に行われるものであって、賭け額の

異常な高騰云々というのは、別のところでは考慮されるべきことなのかもしれませんが、

ここではないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。児童ポルノのブロッキングの際にも、まずや

るべきなのは、犯罪の検挙だろうと強く強調されたところですので、それとの平仄もあり

ますので、重要な御指摘と思っております。 

 後段の比較衡量の話は、様々な議論があるところですので、整理する必要があるのかな

と思っております。この場で私の見解というのは難しいですけども、重要な御指摘と思っ

ております。ありがとうございます。 

 事務局のほうで、今の御発言について何かございますか。 

【大内利用環境課長】  ありがとうございます。一般的には他の手段、他の取組の状況、

その効果ですとか、そうしたことを継続的にしっかりとフォローしていくと。それを評価、

検証していくということの必要性については、誰しもが理解をしているということかなと

思います。 

 その上で、特に賭博場開張図利罪での検挙について、どのような実態があってどのよう

な課題等があるのかということについては、総務省として、直接的にお答えすることが難

しい部分もありますので、本日オブザーバーで警察庁に来ていただいてはおりますけれど

も、準備等の関係もあるかなと思いますので、しっかりと政府内で共有させていただいた

上で、今後、最終的な取りまとめに向けて、政府としての考え方もよく整理していきたい

と思っているところでございます。ありがとうございます。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 では、続きまして長瀬構成員、お願いいたします。 

【長瀬構成員】  長瀬でございます。曽我部先生がおっしゃられた目的のところでござ

いますけども、私も同じ意見でございます。基本的には依存症対策という形で、もしやる
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のであればそういう形になるのかなと考えているところでございます。ほかのところを入

れ込んでいくと、ちょっと話がずれていくかなというような気がします。そういった意味

で、曽我部先生と同じかなと感じたところでございます。 

 次の森先生御指摘の、まずは捜査であり検挙でありというところは、私も全く同じでご

ざいます。そういった意味で、賭博場開張図利罪という形でしっかり検挙していただくと、

国際的な捜査が必要というのであればそういった形でしっかり対応していただくというの

は、本当に王道といいますか、まさに大手門からのやり方なんだろうなと思うところでご

ざいます。 

 ただ、児童ポルノのときもそうですけれども、捜査というところでやはり時間がかかる

ところもあると。しかも、児童ポルノの場合には児童の権利侵害が非常に大きいというよ

うな話がございまして、それでブロッキングというような話が謙抑的にも出てきたという

ところでございまして、時間的な、すぐ捜査、検挙というところが奏功するわけではない

ところも、ブロッキングを導入した一つの理由になっておりますので、そういった意味で、

依存症対策というようなところで、時間的な進展の速さですとか進め方というようなとこ

ろでどうしても隙間が出てしまうというのであれば、ブロッキングという選択肢を頭から

排除することもなかなか難しいのかなと。 

 ただ、依存症対策との関係で、ブロッキングをどういう形で仮に導入するのか、どうい

う目的でやっていくのかは、先ほど森先生がおっしゃられた、どのように比較衡量してい

くかに非常につながってくる話かなと思いますし、有効性のところになると思いますけれ

ども、どういったものに対して有効なのか、依存症対策全般に有効なのか、それとも、カ

ジュアルユーザーですとか若年層と、入り口対策として有効なのか議論していく必要があ

るのかなと感じているところでございます。 

 私といたしましては、本当に依存症にどっぷり浸かった方に関しましては、多分ブロッ

キングに関しましては、回避していくところもあるのかなと思いつつ、ただ、やはりカジ

ュアルユーザーですとか若年層ですとか、そういった人たちには一定の有効性はあるのか

なと。これまでのヒアリングの中で、依存症にならない一番の対策は見せないとおっしゃ

られていたところもございますので、そういった意味で、まずは入り口の対策という意味

での有効性を考えていくというような形になっていくのかなと感じているところでござい

ます。 

 以上でございます。 
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【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 では続きまして、田中構成員、お願いいたします。 

【田中構成員】  ありがとうございます。本当に今までたくさんの省庁の方々、先ほど

大内さんからも、いろんな省庁の方からの発表ということであったと思うんですけれども、

まず、警察庁の皆さんが、ここまでずっとオンラインカジノの捜査をやってくださって、

捜査が難しいということをおっしゃっていて、今まで１件も、大本のオンラインカジノに

対して何らかの法的制裁を加えることができていないわけです。 

 海外企業は、大手のそれこそ上場企業でありながら、本当にいまだに営業を続けている

ような状況で、そこに対して非常に難しいということなので、今までできていないものを

今後やれというふうに言われても、私としては、警察庁さんも難しいとおっしゃっている

ものを、そんなわけないだろうみたいなふうに皆さんにおっしゃられても、私としては難

しいのだろうなというふうに思っています。 

 さらに、大内さんが先ほどおっしゃったように、外務省の働きかけに効果が出たという

ようにおっしゃいましたけれども、あれは小さなオンラインカジノが僅か８個撤退しただ

けです。本当に日本で席巻している人気のあるオンラインカジノというのは、今でも堂々

と営業をしています。 

 また、一度取られてしまった情報というものは、もう彼らは何百万人もの情報を持って

いるわけです。その情報に、いまだに営業のアクセスをかけてきているというのが現状で

す。 

 さらには、スポーツ庁のほうも言っていましたけれども、著名人のCMなんかをやらせな

いみたいなことを言っていますけれど、いまだにやっているし、いまだに札幌のコンサド

ーレに関しては、オンラインカジノの無料版のところがスポンサーについているような状

況なんです。 

 なので、これだけ騒がれても、いまだに平気でそういう状況が続いているということは、

これは依存症の問題だけではなく、本当に何度も申し上げていますけれども、これは依存

症の問題だけでなく、矮小化しないでいただきたいというふうに思っていることと、こう

いったことから若い人たちがお金に行き詰まっていって、そして様々な犯罪につながって

いるという現実もあるんだと。オンラインカジノのお金をつくりたくて小学生がネット詐

欺を働いているような状況というのも起こっているということ、そこの現実を踏まえて議

論していただきたいなというふうに思っています。 
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 様々な海外のエビデンスで、海外も民主主義の国にとっては日本と同じような状況にあ

って、あまりに被害が大きいということで、ブロッキングもやっている、様々な対策を講

じて、さらにブロッキングもやっていて、ある程度の効果が上がっているということのエ

ビデンスはもう発表されたかと思いますけれども、日本は本当に、ただ「オンラインカジ

ノは違法です」ということを言い出したという状況で、いまだにアフィリエイトなんかも

ネット上から消えていないし、海外にサーバーを置いてこういう広告宣伝活動をやる人た

ちというのを、全部捕まえるなんていうことはできないわけですよね。 

 ですから、オンラインカジノのブロッキングということも、青少年を守るためにも、ぜ

ひ実施していただきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。お伺いですけれども、依存症対策に矮小化す

べきでないという御発言があったと思いますが、依存症だけではなく様々な犯罪が生じて

いるというところを見るべきだと、そういう御趣旨でしょうか。 

【田中構成員】  そうですね。青少年たちの、オンラインカジノのお金欲しさにネット

詐欺なんかを働いたりというような事件というのが報道されていますよね。なので、そう

いったことで若者たちの未来を奪われていく。あの子たちがみんながみんな依存症だとは

限らないので。ということです。 

 それと、すみません、曽我部先生に今おっしゃっていただいて思い出したんですけど、

国富の流出というのはおかしいというふうにおっしゃっていましたけれども、もちろん、

正当な商取引で海外に利益が行くということ、それこそ今度はランドのカジノもつくられ

るわけですから、日本人のお金がMGMに流れていくということも当然あるわけですよね。 

 でも、これは犯罪収益です。彼らは日本に税金も納めなければ、完璧な逃げ得なわけで

すよね。それと普通の商取引というのを同列に比べるべきではないというふうに思ってい

ます。犯罪の収益が、１兆円から６兆円ぐらいの試算が出ているわけで、これは非常に大

きな日本の被害だというふうに思っております。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。私の発言は、田中構成員の趣旨と違わないつ

もりで、要するに、国富の流出だけを見るのではなくて、もともとのオンラインカジノの

問題性に正面から着目すべきで、国富の流出というのは犯罪の深刻さを示す一つの要素で

あるということで、独立して国富の流出の問題を語るのは、少し違うのではないかという

趣旨ですので、実質はあまり変わらないのかなと思っております。 
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【田中構成員】  ありがとうございます。 

【曽我部座長】  ありがとうございました。 

 今の御発言に対して、あるいはその他の点も含めて、いかがでしょうか。大変重要な御

指摘をいただいたかと思いますので、もし田中構成員にさらに御議論があればということ

も含めて、いかがでしょう。 

 事務局でも、もし何かありましたらお願いしたいと思います。 

【大内利用環境課長】  ありがとうございます。恐らく、そんなに皆さん、違ったこと

をおっしゃっていないと思っていまして、やはり違法オンラインカジノが、様々な社会的

もしくは経済的な弊害をもたらすゆゆしき事態であるということについては、当然ながら、

様々な観点からこれを取り上げるべきであって、それは依存症に限らず、まさに犯罪収益

や社会秩序ですとか、様々なものがあるだろうというのは、誰も否定しないと思います。 

 そのことと、仮にこのアクセス抑止の一つの手段としてブロッキングをする場合には、

そのブロッキングということが通信の秘密を外形的に侵害し得る手段ですので、それを可

能にするための法的な課題の解決のためには、やはり法益のバランスや様々なことを、法

的に整理していく必要があるということは、密接に関係はしているのですが、別の論点に

なるのだろうと思っていますので、決して後者について議論することが前者を矮小化する

ことにもならないと思いますし、後者のことだけを議論することも、それもまた不十分だ

と思いますので、そういった意味では、それぞれ皆さんがおっしゃっていることというの

は、それぞれに極めて重要な御指摘だろうと思っております。 

 事務局としては、そうした点を包括的にしっかりと捉えていきたいと思っているところ

でございます。言葉足らずかもしれませんが、改めて皆様のインプットに感謝したいとい

う趣旨でございます。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 では、橋爪構成員、お願いいたします。 

【橋爪座長代理】  ありがとうございます。幾つか申し上げたいと思います。 

 まず、田中構成員から先ほど御指摘がありましたが、犯罪捜査には限界があるというの

は、そのとおりかと思いました。もちろん、警察のほうでは十分な捜査を尽くされている

と思うのですが、やはり海外で合法に行われているオンラインカジノについて、網羅的な

捜査を尽くして検挙するということは、私が申し上げることではないのかもしれませんが、

なかなか容易ではないという印象を持っておりまして、そのような意味では、ブロッキン
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グの可能性についても今後も排除することなく議論することが適当であると思います。 

 同時に、なかなか申し上げにくいんですけども、児童ポルノの場合とはかなり状況が異

なるということについても申し上げたいと思います。児童ポルノは、児童ポルノのサイト

で画像が陳列され販売されている児童を保護する緊急の必要性が認められるわけです。つ

まり、全く落ち度がない児童の利益を保護するために、ブロッキングの可否が論じられて

きたわけです。 

 他方、確かに青少年の保護であるとか依存症対策というのは非常に重要ですけれども、

国内からオンラインカジノにアクセスする方は被害者でもあるわけですが、同時に、刑法

的な観点からは、犯罪行為を行っていると評価せざるを得ないわけです。そのような意味

において、専ら被害者を保護するためにブロッキングが論じられた児童ポルノの場合とは

状況が違っているということは、語弊があるかもしれませんが、法的な観点からは認めざ

るを得ないように思います。 

 もちろん、犯罪行為がなくなることが好ましいわけでありますけども、それは物理的に

犯罪行為ができなくなるような環境を設定することの前に、まずは規範的な観点から、言

わば規範意識を強化するかたちで、犯罪行為をしなくなる方向に誘引することがまずは重

要ではないかと思われます。 

 そのような意味では、まさに今、警察庁の方で積極的に取り組まれているように、オン

ラインカジノはグレーではなくて犯罪であるという広報をさらに徹底することによって、

今後、新たなカジュアルユーザーがオンラインカジノには手を染めないような環境を醸成

することが、何といっても重要であるように思います。 

 これらの方法を十分尽くした上で、なお被害がまだ鎮静化しない場合について、改めて

ブロッキングの可否について検討すべき状況となるように考える次第です。 

 以上です。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。確かに犯罪であるというのはそのとおりと思

います。ありがとうございます。 

 では、鎮目先生、お願いいたします。 

【鎮目構成員】  今、橋爪先生から御指摘がございましたように、オンラインカジノグ

レーゾーン説というのが、ネットで結構これまでも流布していたということがありまして、

安易にオンラインカジノに手を染める人が多かったというのはそのとおりかと思います。 

 もっとも、この会議の中で、オンラインカジノに係る情報の流通については、この１年
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ぐらいの政府の各種取組によって、かなり減ってきているのではないかという御指摘も各

省庁からあったように記憶しております。国民側の意識も変わってきているという見方も

可能かもしれませんので、今後の動向を慎重に評価しつつ、ブロッキングを排除すること

なく検討していくということが必要なのかなと私も思います。 

 それから、利益衡量の点にですが、これは非常に難しい点があると思っております。森

先生から、抽象的な価値序列に従って法益を衡量する考え方が妥当だという御指摘があり

ましたが、確かに、生命・身体・財産等の典型的な個人法益の中では、「生命の方が財産よ

り価値が大きい」等の形で、法益の比較衡量は比較的容易だとは思います。しかし、今回

問題となってるブロッキングに関して申しますと、侵害される法益は通信の秘密でありま

して、これは秘密という人格的利益であり、かつ、表現の自由という憲法的価値とも関わ

ると重要な利益だということになるので、そもそもこれをどう見積もるのかは非常に難し

いわけです。保全法益に関しては、賭博罪の保護法益と関連する部分ということになりま

すが、 

経済的風俗、勤労の美風という社会的法益と通信の秘密を衡量する場合、賭博罪が着目す

る社会的法益というのは、競馬や競輪といった特別法によって違法阻却がなされていると

いう点にも注意を払う必要があります。たとえば、競馬の場合、畜産振興への寄与や地方

財政の改善が法の目的ですが、そういった優越的利益のために、勤労の美風という賭博に

伴う法益侵害は中性化されるという考え方が恐らく取られておりますので、その程度の価

値をもつにとどまる勤労の美風と通信の秘密という重要な利益を比べると、それだけで優

越的利益の原理によって違法性阻却することは恐らく難しいわけですからギャンブル依存

症の防止を考慮に入れて考えていくということに私も賛成です。ただ、ギャンブル依存症

に関しても、一方で、犯罪に該当することが明らかなギャンブルを自ら選択しているとい

う面もあり、他方で、若年層は依存症に陥りやすいという指摘がございました。 

 そもそもギャンブル依存症によって失われる利益というのは、――これについてもし御

知見をお持ちの先生方がいらっしゃれば教えていただきたいのですが――財産的な利益と

考えてよろしいのでしょうか。もし財産的な利益を保全するためにブロッキングをすると

いうことになると、かなりパターナリスティックな考え方に基づくのかなという気もして

いて、それ自体、若干議論の必要もあるのかなとも思います。 

 他方で、オンラインカジノというのはかなり巧妙につくられていて、ある意味で人間の

精神を操作して経済的な搾取を可能にするような構造になっているという、そういう御指
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摘もあったかと思います。 

 そういった観点から、ギャンブル依存症の防止という目的を考える場合、そこで考慮さ

れている、ブロッキングによって得られる利益の実態がどういったものなのかということ

を、もし本気でこの法益衡量ということを突き詰めていくのであれば、もう少し具体的に

考える必要があるように思います。この点について、私自身は、十分な知見を現時点で持

ち合わせておりませんので、御教示いただける先生がおられましたら、ぜひお願いできな

いかなと思います。 

【曽我部座長】  大変包括的かつ重要なコメントをいただき、ありがとうございます。 

 これはほかの構成員の方々にも可能であればコメントいただきたいですが、私が思った

こととして幾つか申し上げると、まず、最後に出てきた財産的利益かどうかについて、こ

れは恐らく財産に限らず、より一層、人生全体に関わる利益なのかなと思っておりまして、

そういう意味では、単なる財産というよりは人格的な部分も含んでいるのだろうというこ

とを、漠然と思っておりました。そういう意味ではいずれにしてもパターナリズムだと思

うのですが、ただ、これはやはりオンラインカジノに関しては、まさに人間の認知の構造

を逆手に取って巧妙に操作してくるということですので、従来のパターナリズムに基づく

政策が原則望ましくないと。個人の自律を損なうのだという考えが、今、いろんなところ

で揺らいでいるわけですけれども、まさにこういった問題の一つとして考えるべきことな

のかなと思っております。 

 それから、法益権衡について先ほど森先生からコメントがあったときに、私も明瞭にで

きていなかったですが、緊急避難の場合の法益権衡の話なのか、立法の合憲性に関する法

益権衡なのかで、少し考え方も変わり得ると思いますので、この点についても、本格的に

検討するのであれば必要な論点と思っております。 

 今のコメントに対してということですが、田中構成員からお願いします。 

【田中構成員】  ありがとうございます。ほかの構成員からも御意見がありましたけれ

ども、このオンラインカジノに関する被害というのは、本当に決して財産の問題だけでは

ないということ。むしろ私たちの仲間たちの中には、父親がついに回復できずに離婚にな

って、自己破産し、家も失い、妻のほうも鬱病になって働けなくなって、子供２人を抱え

てどうしようとか、本当に人生そのものが奪われていったり、あとは、本当に追い詰めら

れていくと自殺にまで走っているというのが現状ですので、財産だけの問題ではないとい

うことです。 
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 それと、本当に何度も申し上げますけど、オンラインカジノにまつわるものというのは、

その周りを取り巻いている人たちも物すごいあくどい人たちなんだということを、ぜひ御

理解いただきたいなというふうに思っています。 

 今、本当に海外にサーバーを置いているようなものというのは、ほとんど取り締まれな

い。ヤミ金もそうですけれども、ほとんど取り締まれないどころか、それをネットにさら

されたり脅されたりというような状況があって、オンラインカジノなんかをやってしまっ

た人たちの情報が、一体どこの誰に漏れているかというのも分からないような状況になっ

ているわけです。 

 ですので、これ以上被害を拡大させないために、私としてはこのブロッキングというの

も必要だというふうに思っているということと、あとは、大変重大な問題であるというこ

とは重々承知なんですけれども、児童ポルノと比べて、自ら手を出した人たちのほうに問

題があるというふうにおっしゃられると思うんですけれども、となると、様々な詐欺被害

に遭うと、その被害者のほうが愚かだという原理になってしまうと思うんです。 

 いろいろな振り込め詐欺とかだって、これだけ広報したってなくならないわけですよ。

そもそも今も警察庁さんが頑張ってくださっているだけで、国はそんなに予算をつけてこ

のオンラインカジノのことを広報しているわけでも何でもないですから、ほとんどの人た

ちにはまだまだ届いていない状況です。いまだに大学で、「違法だと思いますか、合法だと

思いますか」というアンケート調査をして、合法だと答える子たちが４分の１ぐらいいる

わけです。大学生でですよ。 

 なので、そんな大したプロモーションをやっているわけでもなく、行き届いているわけ

でもないということで、そっちを強化するといっても、現実的に世の中の詐欺被害なんて

なくなっていないわけですから、それは無理な話ではないかなというふうに思っています。 

 以上です。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。確かに先般の調査でも、違法性の認識に関し

てはあまり進展がないという結果が出ていた気もします。 

 では、長田構成員、お願いいたします。 

【長田構成員】  オンラインカジノに意図せず触れてしまった子供たちが、そういうふ

うになって追い詰められていくという現実は、田中構成員から何度もお話をいただいて認

識はしています。 

 でも、じゃあブロッキングをすることによって、そういう子たちは一切、というか日本
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の人たちは一切きちんと遮断されるのかどうかということになると、やっぱりそうじゃな

い、悪意の人たちというのはやっぱりやってくるというのがあるのかなと。それで触れて

しまうということがあるのだとすると、やはり最終的に解決する手段ではなく、田中構成

員は必ず「ブロッキングも」という言い方をされていますけれども、そういうものの一つ

にしかならないんだというのは現状なんだろうなと思っています。 

 その中で、やはり日本の憲法の通信の秘密をある程度、侵してと言うとおかしいですけ

れども、そういう形でブロッキングするというのであれば、本当に、誰が何をというとこ

ろはきちんと丁寧な議論が必要だというのは、先生方も皆さん認めていらっしゃるところ

だと思いますので、単純に若年者の依存症解消みたいなところだけに焦点を当ててブロッ

キングが必要だというふうになってしまうと、そこは私のような、通信の秘密は、代々の

先輩方からも絶対に守らなきゃいけないものだということを言い聞かされてきた世代から

してみれば、説明が足りないんじゃないかなと思うということも、申し上げたいと思って

います。 

 やはりそこはきちんとした納得がいく説明というか論拠と、そして、通信の秘密を極力

守るためにどうするのかというところも含めて、議論をしていただきたいなと思っていま

す。以上です。 

【曽我部座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、まず前村構成員から御発言いただいて、その後、黒坂構成員にお願いした

いと思います。 

 では、前村様、お願いいたします。 

【前村構成員】  幾つか、皆さんのお話を伺っていて、発言したいポイントがあります。 

 まず、事務局のほうで取りまとめていただきました本日の資料なんですけども、一言で

私の感想というか見取りというかを言いますと、中間取りまとめの延長線上の議論を深め

ていくということなのかなと感じております。 

 事務局からありましたように、あらゆることの衡量を進めていくということに、結局尽

きてしまうのかなと。まだこの延長線上で、いろいろと新たに情報を、事実関係を知って、

それを考慮していくというふうな検討が必要なんだろうなと思いました。 

 その上で、田中構成員からは、いろいろブロッキング以外も手を尽くしていただいてい

るが、それの効果が出ていないんじゃないかというふうなおっしゃり方があったんですけ

ども、被害の深刻さというのは重々承知するところではありますが、そちらのほうもちゃ
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んとやっているのかとか、もっとやったら効果があるのか、それともないのかとか、その

辺のことを私自身が分からないものですから、ここも予断ができないところなのかなとい

うことで、やはり我々、知らないといけないことがたくさんあるなと思っているところで

す。 

 そして一点、中間取りまとめ以降というか、ここまでの間で一つ出てきて、そこまでこ

の資料の中に含まれていないというのが、CDNの問題というのがあるのではないかと思い

ます。CDNにいろんなコンテンツがキャッシュされて、それが日本のすごく近くのキャッシ

ュサーバーから配信されるというところが、一つ重要な問題だと思うんですよね。 

 もし、ここでコンテンツを止めることができるとか、ここで執行することができるとい

うことがあれば、かなり全体の対策のランドスケープが変わってくると思います。という

ことは、改めて検討して進めるべきなのではないのかなと思います。 

 あとは、資料の中から、ちょっとこれはどうだろうなと思ったところで、先生方から既

に御指摘がありましたけれども、賭博罪の保護法益が勤労の美風であるというふうなとこ

ろで、勤労の美風だというのだったらそこまで重要じゃないんじゃないかということでは

なかったと思うんですけども、考え方が変わるんじゃないのかという議論がありましたの

で、そうすると、勤労の美風というのが賭博罪の保護法益であるということを再考すると、

またこれ、何か別の議論が出てくるのかなという感じもいたしました。この辺はもう、ま

るで私は素人なので、そういう感じがしましたということ以上のことは申し上げられない

んですけども、御参考までにという感じです。 

 それで、仮にブロッキングを進めるという考え方というのはあるんだと思うんですけど

も、そうしたとして、通信の秘密を中心とした今の法律の構造を見直して、ブロッキング

を適法的に事業者の皆さんで実施ができるというところにこぎ着けるのは、これは相当な

時間がかかるということも、我々は頭に入れておかなければならないと思っております。 

 というわけで、考えれば考えるほど難しい問題だと思うところですけども、この方向で

といいますか、最終取りまとめに向けていろいろと検討していく必要があるのかなと思い

ます。以上です。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。CDNの問題は本当に重要で、まさにブロッキン

グの実施の是非を考えるに当たって外せない要素だと思いますが、今回あまり出ておりま

せん。CDNの問題も並行してぜひ取り組んでいかないといけないと思います。 

 もう一つ、賭博罪の保護法益自体を考え直すことはできないかというコメントですが、
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この点について、今、日本を代表する刑法の先生もおられますし、もし刑法学においてそ

ういった議論があるのか、ないのかという辺り、御講義いただけるとありがたいなと思い

ますが、いかがでしょう、橋爪先生、鎮目先生、もし何か教えていただけることがあれば。 

【鎮目構成員】  私が理解している一般的なことをお話しします。もし間違い等があれ

ば橋爪先生に御指摘いただければと思いますが、賭博罪の保護法益を見直す必要があると

いう議論は、刑法学の中でも全くないわけではありません。先ほども少し申し上げたよう

に、賭博罪というのは勤労の美風を保護するというのが従来の通説的な見解だったのです

が、実際のところは競馬法とかそういった特別法によって、かなり広範に非犯罪化されて

いるわけです。 

 そうすると、実際に処罰されている賭博、政府非公認の賭博ということになってきます。

では、政府非公認の賭博がなぜよくないのか、どのような弊害に着目して規制がなされて

いるのか。これについては、詐欺的な運営が行われているとか、あるいは、暴力団のよう

な反社会的勢力の資金源になる等の点が指摘されておりまして、こうした政府非公認の賭

博のもたらす種々の社会的な弊害を防止するところに賭博罪の保護法益というものがある

のではないか、そういった観点から賭博を捉え直していくとが必要ではないかという議論

が出てきます。 

 そうすると、この先は立法論ということになりますが、単純賭博の場合は、単純賭博に

手を染める胴元ではない一般の人たちは、まさに反社会的勢力や詐欺的な賭博による搾取

の被害者であるということになり、単純賭博についてはむしろ非犯罪化していく方向が妥

当なのではないかという見解も示されています。 

 こういった議論は通説ではありませんが、そういった議論が刑法学の中でも従来から有

力になされている現状がございます。 

 保護法益の見直しという非常に大きな話なので、私自身がどう考えるかということは申

し上げられませんが、橋爪先生、さらに補足や修正すべき点等ございましたらお願いいた

します。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 橋爪先生、よろしいでしょうか。 

【橋爪座長代理】  鎮目先生、御説明ありがとうございました。今の鎮目構成員の説明

に尽きていると思うんですが、要するに、最近の議論の中には、競馬とか競輪はそもそも

賭博の構成要件に該当しないという形で説明をしようとする見解が存在するわけです。 
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 従来は、競馬も競輪も賭博罪の構成要件に該当すると理解した上で、刑法第35条の正当

行為で違法性を阻却するという議論をしていましたけれども、今、鎮目構成員から御紹介

がありましたように、最近の議論においては、いわば公正に行われているギャンブルはそ

もそも賭博ではないという、構成要件を限定する見解も存在することは存在します。 

 しかし、それでは逆に、あまりにも賭博罪の処罰範囲を限定し過ぎる嫌いがあり、鎮目

先生ご指摘のとおり、単純賭博罪を合理的に説明できるかという問題がありまして、個人

的には、そのような議論によって現在の実務の運用などを説明するということは難しいと

思っております。学説では議論があるとしても、恐らく、実務的な対応は、通説的見解に

したがい、競馬も競輪も、つまり正当な手続を踏まえたギャンブルについても構成要件に

該当するという前提から、勤労の美徳などを保護法益と解していると理解しているところ

です。 

 私からは以上です。 

【曽我部座長】  大変御丁寧に御教示いただきましてありがとうございました。 

 刑法学ではこういう議論が展開されつつあるということですが、また、鎮目先生がおっ

しゃったように立法論の部分もございますし、また、この政府の検討の中で、最新の有力

説をベースになかなか議論もしづらいところでありますので、今の御教示は参考というこ

とにならざるを得ないかなと思いますけども、今後の議論の中でもやはりこういったとこ

ろは踏まえていかないといけないと思います。 

 続きまして、黒坂構成員、お願いいたします。 

【黒坂構成員】  事務局に今回取りまとめていただいている内容について、大きな観点

から異存はございません。コメントをさせていただければと思っております。 

 これまでもお話ししてきていることの若干繰り返しを御容赦いただければと思いますが、

オンラインカジノの弊害は様々あるということは、今回、当然ながら皆さん、議論されて

理解されていると思います。 

 一方で、本検討においてギャンブル等依存症の被害を抑制する、これが大きな目的の一

つになっている。これも合意されているであろうと思っています。当たり前の繰り返しな

んですけど、ここがピン留めされていないと、常にこの議論というのは発散に発散を重ね

ていくので、対象はギャンブル等依存症の被害を抑制することをまず意識しましょうねと

いうことだと思っています。 

 その際に、ブロッキングに期待されているのは予防的効果だというふうに、これまでも
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議論されてきたかと思います。特に関係者ヒアリングや効果検証の結果、これまでされて

きていること、あるいは有識者から御報告いただいたことについて踏まえると、若年層が

オンラインカジノに関する情報に接する機会がやはり最も多い。一方で、若年層は脳機能

の発達の観点から依存症に陥るリスクが高い、相対的に高いかもしれない、こういった仮

説がある。この仮説について、一定の蓋然性があるのではないかというような議論がこれ

までされてきたというふうに思います。 

 かなり今、私、慎重で回りくどい言い方をしているわけですけれども、その可能性があ

りますよね、そう言われることにはそうかもねと思える余地がありますよねということだ

と思っていて、これは決して否定しているわけではなく、そうなのかもしれないというよ

うな気持ちになっているわけです。 

 一方で、慎重な言い方をなぜしているかというと、ギャンブル等依存症に関する実態調

査が、現時点ではいまだ不十分だと言わざるを得ないと思います。これは、私は医療分野

の専門家というわけではないものの、社会調査については当然、自分で研究もしておりま

したし、研究者と名乗ることも差し支えない立場にあるだろうと思いますし、いろいろな

形で実践もしてきています。こういった社会調査の在り方という観点からして、現在行わ

れている調査についてはやはり不十分であるというようなこと。中でも情報接触の実態、

どのように接触しているのかというようなこと、あるいは、その実態を踏まえた上で、依

存症に陥りやすい要因等の推定ないしは特定について、十分に解明されている状態だとは

言えないというのが、私の現時点の評価です。 

 ここが十分でないからこそ、その十分でない情報をもって、かわいそうな人が多そうだ

から何とかしなきゃねということ、これで立法に動いてしまう、ないしは通信の秘密のこ

れまでの解釈を変更して新たな動きをしてしまうということは、やはり慎重にならざるを

得ないだろうと私は考えております。 

 つきましては、こういった実態調査を行い十分に解明していくために、専門性のある機

関において科学的根拠に基づいた調査を行うべきで、なおかつ、これも繰り返し何度も私、

申し上げているんですけど、こういった慎重な調査をやると時間がかかってまどろっこし

いんでしょうというふうに言われるのですけれど、調査というのは人工の部分が非常に大

きいので、はっきりいうと根性を入れて金をかければできるんです。早く、体系的で、し

っかりした調査が。 

 ですので、迅速かつ体系的な調査研究と、こういった科学的根拠に基づいた調査という
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のは両立する、矛盾しないとい私は思っていますので、やる気を出して、みんなちゃんと

調べ上げた上でやるべきことを特定しようということ、こういったアプローチが引き続き

必要なのではないかと考えております。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 事務局はいかがでしょうか。 

【大内利用環境課長】  ありがとうございます。私も先ほど申し上げましたが、この検

討会全体のスケジュールに資するようにという観点から、昨年末の時点で一旦、実態調査、

議員立法等を含めた取組の効果検証という観点からの調査を我々のほうでも行いましたけ

れども、これで十分とか終わりということではないのだろうと、我々自身思っているとこ

ろでございますので、継続的な検討だけでなく、データの収集・分析といったところにつ

いてもしっかり留意していく必要があるという御提言であると私は受け止めておりますの

で、総務省のみならず関係省庁ともしっかり共有していきたいと考えているところでござ

います。ありがとうございます。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。これは大変重要な御指摘でありますので、ぜ

ひ御検討いただければと思います。 

 では森構成員、お願いします。 

【森構成員】  ありがとうございます。黒坂構成員の、科学的調査を立法的判断に踏み

切る前にしっかりやるべきであるというのは、全く御指摘のとおりだと思いました。 

 それとも関係するんですけれども、前村構成員のCDNの御指摘にもありましたが、これも

やはり、民事の判決もありましたので、かなり従前とは状況が違ってきていると思います

し、また、ほかでも問題になっているわけですから、やはりここでしっかりCDNをこの論点

の中に入れていただいて、CDNとどう向かい合うのかということをある程度整理すること

がどうしても必要だと思っています。 

 それもそうなんですけれども、やはりその、ほかでの議論と全く違う新しいことがここ

で入ってくるというのは、私はちょっと抵抗があるなと思っていまして、先ほどの認知の

お話なんですが、これはすごい重要な問題として現在いろんなところで言われておりまし

て、パターナリズムと自己決定とか、そういう形ではあると思うんですけれども、そのこ

とについて、特にこの文脈ですと、依存の深刻な状況ということについては、それはやは

り我々は、賭博、オンラインカジノもそうなんですけれども、何よりSNSの問題として、既

に以前から方々で議論していることだと思います。 
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 私は、若年層のSNSへの依存というのは非常に深刻な問題ではないかと思っていまして、

これを自己責任で一刀両断にするということは全く間違っていると思いますけれども、少

なくとも日本では、若年層のSNSについて、例えば外国ではアカウントの作成を法律でやめ

させるとか、そういうことが実行されているわけですけれども、そういった議論も全くな

く、むしろ子供のうちからきちんと使わせて、そこでリテラシーを獲得させてやっていこ

うじゃないかという話に完全になっていると思うんですよね。 

 それ自体、考え直す必要があるんじゃないかとは思いますけれども、ほかのところでい

ろいろ出てきている議論と全く毛色の違う話にここだけなってしまうというのは、それは

私は間違っていると思っていまして、警察の捜査についてもそうですし、インターネット

のコンテンツによる認知のゆがみもそうですし、全法的秩序といったら仰々しいですが、

そういったものと整合性の取れた、バランスの取れた議論をここでもすべきだと思います

し、オンカジだけいろいろ別みたいな、そういうことはよくないんじゃないかなと思いま

す。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。大変重要かつ説得的な御指摘で、私も別のと

ころでやっておりますが、青少年についてもまさにそういう方向で議論を進めようという

形になっておりますので、そういう意味では、いろんなテーマで足並みをそろえて進みつ

つあるということではあるとは思っております。 

 JAIPAの野口様、お願いいたします。 

【日本インターネットプロバイダー協会】  ブロッキングについての議論では、やはり

財産権とか、まして国富とか勤労の美風というお話になってしまうと、思い切りまた話が

こんがらがってしまうような気がしていまして、人格権以外のものは、これまでさんざん

私どもも議論に応じてきた中で困難とされてきたことでもあって、海賊版の話では（海賊

版の話であったように）、幾ら額が大きくても権利の種類で評価するという考えがもし法

的に確立しているのであれば、基本的には人格権一本でお話を持ってきていただくほうが、

こちらとしても余計な検討をしなくて済むのでよいように感じております。 

 特に未成年の保護とかというのは、経済的な話では全然終わらない話であって、人格権

に持ってくるという、そこにはそんなに違和感はないんですけれど、未成年の保護を念頭

に置くならフィルタリングがありますよということはお伝えしておきたいとは思います。 

 通信事業者の側も、フィルタリングとか全般的なセキュリティー対策としての、例えば

HTTPSの推進とか成り済ましの防止とか対策をしてきて、これがブロッキングに対して逆
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にネガティブな作用をもたらしているというのもあるとは思うんですけど、ブロッキング

について自体は、大多数の国民の通信の秘密を守る務めというのが我々にはありますから、

それを守るために、こういった場でも慎重な対応を求められているというふうに理解をし

ております。そうは言いましても、やはり双方の利益、いろいろな国民の利益に配慮した

対応をなるべくしていきたいとは考えているところです。 

 ただ、こういったことを、ブロッキングを簡単にできると考えていただくと、こちらと

しても立場上大変困ってしまうものでありまして、ブロッキングというのは法的な意味で

は、前村構成員も先ほどおっしゃったかと思いますけれども、全く早くできる方法ではな

いし、機動的にできるものでもなく、これが早くて機動的な方法だとしたら、通信の秘密

の観点とか、民主主義を守るとか、本当にいろんな点で困ってしまうんじゃないかなと思

います。 

 橋爪構成員がおっしゃった点について、国内から違法にアクセスしようとしている人の

ために物理的にできない方法を取ると、これがいいのかという話はあると思うんですけど、

さらに言うと、国民全体の通信の秘密を危うくするのがブロッキングなので、確かに犯罪

を止めるためというのはあるのかもしれないんですけど、違法にアクセスしようとしてい

る人を止めてあげるために、何で国民全体の通信の秘密を侵してブロッキングしていいの

かということは、それが妥当なのかどうかというのは法的な評価もあると思うので、本当

によくよく検討してもらいたいと思います。 

 長瀬構成員がおっしゃっていたと思うんですけど、何に対して有効なのかの評価、これ

も大変重要だと思っておりまして、もしゲームから入って、これは適法なゲームという前

提で、そこから入って、そのままオンカジに引っ張られて依存症という話になると、カジ

ュアルユーザーなのか、そもそもブロッキングを適用する段階で既に染まっていたら困っ

ちゃうんじゃないかなと。手前の段階で止められるのは、やはりフィルタリングや普及啓

発、違法ですよということの啓発だったりするんだと思います。 

 これは黒坂構成員が言及されたこととも重なるかもしれないんですけども、例えばアク

セスの動線とか流れというのに関しても、科学的にというか、きちんと事実をもって検証

しないと、本当の入り口を止めることができないので、空振りを承知でブロッキングをや

っちゃうことになると思うのです。そうすると、国民の通信の秘密が侵害されるだけで終

わってしまうので、これが適切とは思われないと考えます。 

 CDNについての判決、民事の判決があると思いますが、決してこれ、CDNの有用性を否定
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したわけでは全然なくて、知っていましたよね、止められましたよね、でも止めなかった

んですよねというお話だったわけで、大変バランスが取れているように私は思っておりま

した。 

 なのでオンカジについても、これはCDNの対応というのがやはり求められてくるんじゃ

ないかなと。我々にブロッキングのほうを期待していただくこと自体は否定する話ではな

いんですけど、自ら積極的に危険に近づこうとする人を止める力はブロッキングにはあり

ません。それははっきりと前提としていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、一丁目１番１号というのは、ブロッキングよりも発信者側に近い

ところへの働きかけであったりとか、近づこうとしている人への普及啓発、とにかくやめ

てくださいと止められるところ、そこへの働きかけにあるんじゃないかなと思います。 

 ちょっと議論の幅が広くなってしまって、しかも長くなって恐縮なんですけれども、ブ

ロッキングが、仮に実施主体となればプロバイダーだったりするわけですので、私どもの

考えていることを申し上げさせていただきました。お時間いただきありがとうございます。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。今まで出たお話をまとめていただいたと思い

ます。では、森構成員、お願いします。 

【森構成員】  すみません、皆様のお話を伺っていて学びがありましたので、訂正をさ

せていただきたいと思いますが、やはり伺っていますと、今の野口様のお話にもありまし

たが、青少年に対する周知ですよね。ここが、調査していただいたこと等の結果でも、全

然数値が向上していなかったという驚くべき問題がありました。皆さん、なぜか違法なの

を御存じない。それが非常に事柄を悪くしているわけですので、ここの必要性・有効性の

ところに、一丁目一番地は捜査、検挙であるというふうに申し上げましたが、それと並ん

でといいますか、もしかしたら一丁目一番地は青少年に対する違法性の周知であって、捜

査、検挙は一丁目二番地ぐらいになるのかなというふうに、お話を聞いていて思いました

けれども、まず、それらを先行してやっていただかないと、何だか違法かどうか分からな

いうちにブロッキングに踏み切りましたみたいな状態は、野口さんのおっしゃるように全

く駄目だと思いますので、そのようにお書きいただければいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 では、長瀬構成員、お願いします。 

【長瀬構成員】  検討を深めるべき論点の①のところの、ちょっと言葉尻になるのかも
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しれませんけれども、「カジュアルユーザー」や、「青少年」ではなく「若年層」という形

で表記されているところがございまして、私も青少年に対してのフィルタリングというと

ころは、これはもう、私の頭の中ではある意味当たり前みたいな話ではあったんですけれ

ども、加えて、やはり若年層というようなところで、プラスアルファというところも考え

ていくというようなところなのかなと、思っていた次第でございます。 

 そういった意味で、フィルタリング、プラスアルファというようなところでのブロッキ

ングの有効性ですとか、立法事実がどれくらいあるのかというようなところを、しっかり

と調査していくなり検討していくことが必要なのかなと感じた次第でございます。 

 先ほど来、賭博に関しての周知というようなところがありまして、私もしっかりそこは

周知していかなければいけないと思いつつ、結構賭博罪は、意外と身近にあることを、大

人でもよく知らないということがあったりしますし、変な話ですけども、年末にビンゴ大

会をやるというので現金出そうかというような話で、それは賭博じゃないのというような

ことを、弁護士会の中で話していたこともあったりして、意外と賭博罪ということを知ら

れていないことも、やっぱりあるのかなと思います。 

 そういった意味で、ど真ん中の賭博というのは何となくイメージしやすいのかなと思う

のですが、周辺に行くにしたがってぼやっとしていくところもあるのかなと思いますので、

そういったところの周知・啓発、ましてやオンラインカジノというのは違法なんだよと。

ちょっとインターネットを見れば、芸人の誰々が逮捕されました、取調べを受けましたと

いうような話もあったりしますので、そういったところを、野口様と一緒ですけども、し

っかりとまず普及・啓発していくところが非常に重要かなと感じたところでございます。 

 以上でございます。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。確認ですが、１点目の若年層に関する御指摘

は、「若年層」というのは「青少年」以外のものも含んでいるからという御指摘になるので

しょうか。 

【長瀬構成員】  「青少年」というのと違って「若年層」という形で書かれていたので、

「青少年」プラスアルファなのかなと考えていたところでございます。 

【曽我部座長】  つまり、青少年はフィルタリングがあるから必ずしもブロッキングの

必要性は高くないけれども、そうではない若年層、プラスアルファの部分があるので、や

はりブロッキングが必要だという趣旨の書きぶりだと理解すべきだという御趣旨でしょう

か。 
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【長瀬構成員】  フィルタリングも当然なんですけれど、フィルタリングだけで青少年

が全て防げるというわけでもないというのも事実としてあると思いますので、当然、青少

年に対してフィルタリングプラスブロッキングというところは大前提ということでござい

ます。プラスアルファで、「青少年」という言い方ではなくて「若年層」という形でござい

まして、弁護士をやっていましたら、二十歳前後の必ずしも成人になった子が、成人にな

った瞬間にちゃんと判断できるかといったらそういうわけじゃないよねというようなとこ

ろもいろいろ見ていたりしますので、そういったところも含めての、若干ぼやかした形で

の「若年層」という言葉なのかなと感じていたところでございます。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。私の理解も同様で、「若年層」というのは青少

年プラスアルファだろうということだと思います。 

 あとフィルタリングに関しても、長年様々な努力をしていて、利用率はもう頭打ちだと

思いますので、フィルタリングに関してこれ以上努力をせよというのは、難しいのかなと

思ったりします。では、鎮目構成員、お願いいたします。 

【鎮目構成員】  長瀬構成員の御指摘は大変重要かと思いました。「若年層」に「青少年」

と「青年の若年層」が両方含まれているという点ですが、この会議の中でも、たしか30歳

未満の場合はギャンブル依存症になるリスクが有意に高いという御報告を拝聴しましたの

で、私も「青年若年層」が含まれているのかなと理解しておりました。 

 青少年の場合は、長瀬構成員御指摘のように、やはり第一次的には家庭の問題で、親に

よるフィルタリングによって青少年を保護していくのが、普通の考え方なのかなと思いま

す。青少年保護のために、即法整備でブロックというような考え方を安易に取るのは個人

的には疑問であり、このような考え方を一般化すると、様々な青少年にとっての有害コン

テンツについて、健全育成のためにブロックできるということにもなりかねず、その辺り

はやはり慎重な考え方が必要かと思います。 

 他方、青年若年層まで視野に入れて、ギャンブル依存症対策のために、フィルタリング

ではどうにもならない人たちを救済するという話になっていくと、先ほど黒坂構成員から

お話がございましたように、やはりオンラインカジノと若年層における依存症発症との間

に濃厚な因果関係があるといったような点について、科学的調査を尽くした上で、きっち

り立法事実を固めた上で検討をすることが必要かなと思います。 

 以前も発言しましたが、依存症があり、困っている人がいるとという、ややあやふやな

根拠に基づくブロッキング法制化をしてますと、今後、同様の問題が生じた場合は同じよ
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うにブロックできるという方向に行きかねませんので、その点については、若干私は懸念

がございます。 

 それから、ギャンブル依存症の害悪性について、先ほど曽我部先生から私の疑問に対し

て、人生そのものの毀損だという御説明をいただいて、私も納得できました。抽象的には、

依存症がもたらす弊害は、人生そのものを、家族も巻き込みつつ、壊しかねないというこ

となのかなと思いますが、そこまで行くと、かなり重大な弊害があるのでブロッキングを

検討するという方向に行くのかなとは思います。ただ、実際にそこまでの被害の実態が現

に生じているということが、この会議でいろいろな御報告を拝聴しましたが、そこで十分

に確認されているのか。構成員の間で、それが共有されているのかについては、慎重に再

確認が必要かなとも思います。 

 私も、オンラインカジノが人生そのものを壊すのだと言われれば、それを放置するわけ

にはいかないということは納得できるのですが、他方で、昔から競馬・競輪にお父さんが

はまって働かず、家族がみんな大変苦労をするということはあったように思います。その

上で、オンラインカジノについては特別だということが十分に言えるのかということにつ

いても、確認が必要かなと思います。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 では、田中構成員、お願いいたします。 

【田中構成員】  すみません、先生方の議論を伺っておりまして、先ほど、ブロッキン

グが簡単にできるというふうに思われたくないというふうに野口様もおっしゃっていまし

たけれど、私たちも別に簡単にできるとは思っていません。 

 皆様方はこの問題に関して、ブロッキングに関してプロフェッショナルでいらっしゃる

し、これまでも何度か議論に参加されているので、ブロッキングに対して、これが重大な

問題だということの御認識があることというのも分かります。 

 同時に、私たちはこの依存症問題の最前線にいて、このオンラインカジノがいかに大問

題かということも、皆様が思っているのと同じように、これは本当にこれまでとは全く違

う博打なんだということ、さらには、この被害の拡大というのは、これはもう非常に深刻

な問題なんだということを思っています。 

 今、先生もおっしゃいましたけれども、昔のお父さんが競馬をやるという、その時代も

本当に、確かにギャンブル依存症問題は深刻でしたけれども、今はそれどころではない。

本当にスマホ１台で24時間できてしまう、それがオンラインカジノであり、そして、どな
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たかの先生が、「かわいそうな一部の人」とか、「犯罪にわざわざ手を出してしまった人」

というような御発言がありましたけれども、諸外国ではそういった人たち、確かに先生方

から見たらかわいそうで、そんなものに手を出してしまう愚かな人間に思われるかもしれ

ませんけれども、諸外国では同時に、我々のようなそういう被害に遭ってしまった、そう

いった人間たちの人権も守るべきだし、安全というものも守るべきだということで、やは

りこういったブロッキングも取り入れているのではないかなというふうに思います。 

 諸外国では、ブロッキングに対して一定の効果があったというエビデンスもあったとい

うことで、そういったこともきちんと検討材料として残していただきたいというふうに、

もう一度強く発言させていただきたいなと思っています。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 それでは、事務局からお願いします。 

【大内利用環境課長】  まさに前村構成員からも、いただきましたとおり、例えばCDNで

すとかそういったことについて、非常に議論にも上がりましたし、今回の事務局の資料に

載せていない議論の材料として取り上げるべきものというのは幾つかあろうかと思います。 

 特にCDNについては、その役割ですとか、もしくは昨年11月の東京地裁の判決ですとか、

こういったこともしっかり検討材料として、我々として提示していきたいと思いますし、

また、私の立場では難しいかもしれませんが、いわゆる賭博罪の評価というか解釈に関す

る最近の学説等の動向等についても、しっかりとファクトとして押さえていきたいと思っ

ておりますので、今日いただいた点については、事務局のほうで可能な限りしっかりと受

け止めていきたいと思います。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 では、事務局から、最後に連絡事項をお願いいたします。 

【鈴木利用環境課課長補佐】  ありがとうございます。事務局でございます。 

 次回第13回会合の議事事項や日時については、追って御連絡させていただきます。 

 事務局からは以上となります。 

【曽我部座長】  ありがとうございます。 

 以上をもちまして、オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会の第

12回会合を終了とさせていただきます。 

 本日、皆様お忙しい中、御出席をいただいた上で非常に貴重な御意見を多数いただきま

して、ありがとうございました。これにて閉会といたします。 


